
議案第３８号

木津川市小谷教育集会所条例の一部改正について

木津川市小谷教育集会所条例（平成１９年木津川市条例第９４号）の一部を別紙の

とおり改正する。

令和２年６月５日提出

木津川市長 河井 規子

提案理由

小谷下教育集会所は、新耐震基準以前の施設であることから利用者の安全性を最優

先として廃止するため、所要の改正を行うものです。



木津川市条例第 号

木津川市小谷教育集会所条例の一部を改正する条例（案）

木津川市小谷教育集会所条例（平成１９年木津川市条例第９４号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条の表木津川市小谷下教育集会所の項を削る。

附 則

この条例は、令和２年７月１日から施行する。



参考資料（議案第３８号）

木津川市小谷教育集会所条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表

（新） （旧）

第１条 （略） 第１条 （略）

（名称及び位置） （名称及び位置）

第２条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。 第２条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置 名称 位置

（略） （略） （略） （略）

木津川市小谷下教育集会所木津川市加茂町北小谷４０番

地１

第３条～第１０条 （略） 第３条～第１０条 （略）



政策等の形成過程の説明資料

議 案 名 議案第３８号 木津川市小谷教育集会所条例の一部改正について

担 当 課 社会教育課 生涯学習係

提案事項の概要等
（必要性、効果等）

小谷下教育集会所は、木津川市公共施設等総合管理計画施設類型

別個別施設計画において、「小谷上教育集会所に機能を集約する」

とし、新耐震基準以前に建築された施設で老朽化が進んでおり、急

傾斜地に立地していることからも建て替え等は困難な状況である

ため、当該施設の解体・撤去を行い、跡地利用として、複合施設（加

茂人権センター及び小谷児童館）の駐車場整備を進めることとして

います。

解体工事の契約を令和２年７月予定としているため、本年６月末

をもって小谷下教育集会所を廃止するため、所要の改正を行うもの

です。

提案に至るまでの経緯

・社会教育委員会政策提案（平成２９年１２月６日）

・調整会議（平成３０年１月２４日）

・政策会議（平成３０年１月３１日）

・地元説明会（平成３１年４月１１日）

・条例改正案について教育委員会提案（令和２年４月２１日）

・政策会議（令和２年４月２８日）

市 民 参 加 の 状 況

■有 □無

・地元説明会を実施（平成３１年４月１１日）

市総合計画の位置付け

基 本 方 針
２ 誰もが生き生きと、生涯元気で暮らせるまち
づくり

政 策 分 野 ５ 文化

施 策
① 生涯学習
ア．生涯学習の充実と施設環境の整備

概 算 事 業 費
( 単 位 : 千 円 )

□単年度（ 年度）
□複数年度（ 年度）

将来にわたる効果及び
経費の状況

利用者の安全を確保し、施設の老朽化に伴う耐震診断及び改修費

用並びに施設運営に要する維持管理経費の削減を図ります。


